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仕様書（個別） 

 
1. 目的 

ねんりんピック彩の国さいたま 2026 において、さいたま市実行委員会が開催す

る監督会議の会場及び交流大会の会場における会場警備業務及び夜間警備によ

る仮設物の保守管理を行う。 

 

2. 件名 

会場交通整理・警備業務 

 

3. 履行期間 

契約締結日から令和 8 年 11 月 10 日（火）まで 

 

4. 履行場所 

⑴監督会議の会場 

ア さいたま共済会館 

 （〒330-0064 さいたま市浦和区岸町 7-5-14） 

イ 埼玉会館 

 （〒330-8518 さいたま市浦和区高砂 3-1-4） 

⑵交流大会の会場 

ア 大宮第二公園テニスコート 

 （〒330-0805 さいたま市大宮区寿能町 2-405） 

イ 埼玉スタジアム 2002 

 （〒336-0967 さいたま市緑区美園 2-1） 

ウ 駒場運動公園 

 （〒330-0051 さいたま市浦和区駒場 2-1-1） 

エ 八王子スポーツ施設 

 （〒338-0006 さいたま市中央区八王子 4-1-10） 

オ サイデン化学アリーナさいたま（さいたま市記念総合体育館） 

 （〒338-0835 さいたま市桜区道場 4-3-1） 

カ レジデンシャルスタジアム大宮（さいたま市営大宮球場） 

 （〒338-0805 さいたま市大宮区寿能町 2-519） 

キ アイル・スタジアム浦和（さいたま市営浦和球場） 

 （〒330-0052 さいたま市浦和区本太 4-25-10） 

ク 岩槻川通公園野球場 

 （〒339-0011 さいたま市岩槻区長宮 825-5 川通公園内） 

ケ 武蔵一宮氷川神社 

 （〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町 1-407） 
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コ 大宮公園 

 （〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町 4 丁目） 

サ RaiBoC Hall（市民会館おおみや） 

 （〒330-0846 さいたま市大宮区大門町 2-118） 

 

5. 業務内容 

乙は、甲の指示に従い、次の業務を行う。 

⑴各警備場所における警備計画の立案及び計画書の作成 

⑵会場周辺の交通誘導・警備 

 ①参加者等の案内誘導及び安全確保 

 ②不審者の侵入防止及び排除 

 ③会場、駐車場及びバス乗降所等における車両、二輪車、歩行者の整理、誘 

  導、案内 

 ④会場における関係車両の識別（駐車許可証の確認） 

 ⑤業務場所周辺道路での路上駐車防止 

 ⑥業務場所での歩行者の道路横断の安全確保 

 ⑦事故発生時における関係機関、警察への通報 

 ⑧その他不測の事態への対応 

⑶夜間警備 

 ①会場保安のための巡回監視 

 ②不審者の侵入防止及び排除 

 ③事故発生時における関係機関、警察への通報 

 ④その他不測の事態への対応 

⑷上記業務に必要な申請及び調整業務 

⑸その他本業務の実施に必要な業務 

 

6. 警備員配置計画 

別添 7「令和 7 年度実施設計」を参考に乙において作成すること。 

 

7. 受託者の資格 

警備業法（昭和 47 年法律第 117 号）に定める認定を受けた警備業者であっ

て、委託場所区域において警備業務を行うことについて、営業所の設置その他

警備業法等関係法令に定める所要の手続きを行っていること。 

 

8. 警備員の資格 

配置する警備員は、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号。以下「法」という。）

に定める者で警備業法施行規則（昭和 58 年総理府令第 1 号）第 38 条に基づく

教育を受けており、自社の警備員名簿に登録され、警備実務経験を有するもの

であること。 
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9. 警備員への事前周知 

乙は、業務を確実かつ円滑に行うため、警備員に対して業務内容を十分周知し

たうえで警備を行わせること。 

 

10. 留意事項 

⑴警備に必要な制服、無線機、その他必要な資器材等は乙において準備するこ 

 と。 

⑵警備員は、法及び関係法令に定められた警備員の制服を着用すること。 

⑶警備員は、常時、身分証明書（社員証）又は資格を証する証明書を携帯する 

 こと。 

⑷警備員の休息・交替等による業務停滞を招くことのないよう実施体制を整備 

 すること。また、食事等の手配については、乙で行うこと。 

⑸業務上必要となる各種の保険に加入すること。 

⑹本業務の履行に際し、受注者の瑕疵により既設物、仮設物等への破損、紛 

 失、第三者への事故等が発生した場合は、すべて受注者の責任とし、発注者 

 はいかなる責任も負わないものとする。 

⑺甲は、警備員の配置について、必要に応じて効率的な配置シフトを要請する 

 ことができる。 

⑻乙は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等 

 に照らして合理的な理由が認められない不当もしくは違法な要求又は契約の 

 適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。 
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